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１． はじめに 

 

浮遊粒子状物質（SPM）及び光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機

化合物（VOC）の排出を抑制するため、大気汚染防止法が改正され、平成 16 年

５月 26 日に公布された。 

これを受けて、同法に規定するＶＯＣの排出抑制制度の実施に当たって必要

な事項について中央環境審議会において調査審議されることとなった。これに

併せて、環境省環境管理局長の諮問機関として揮発性有機化合物（VOC）排出抑

制対策検討会を設置し、中央環境審議会での調査審議に必要な情報を収集、整

理して技術的検討を行うこととなった。 

検討会には、施設類型ごとに本小委員会も含め６つの小委員会を設置し、規

制対象施設、施設ごとの排出基準値、自主的取組と規制のベスミックスを実現

するための方策等の検討を進めることとなった。 

本小委員会では、平成１６年７月から現在までのところ、印刷施設に係る規

制対象施設及び当該施設の排出基準値を中心に検討を進めてきたところであ

り、この報告書はその検討結果を取りまとめたものである。 

 

２．検討経緯 

 

第１回 平成１６年７月２７日 

  ○小委員長の選出及び検討の進め方・検討の方向性等についての審議 

第２回 平成１６年９月１７日 

  ○業界関係委員からの印刷施設におけるＶＯＣの排出実態及び排出抑制へ

の取組等についてのプレゼンテーション 

第３回 平成１６年１１月５日 

○対象施設の類型分けの方法についての審議 

○対象施設の裾切り指標についての審議 

第４回 平成１７年１月１７日 

  ○印刷に係る規制対象施設についての審議 

  ○印刷に係る規制対象施設の排出基準値についての審議 

第５回 平成１７年 月 日 

○ 小委員会報告書についての審議 
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３．印刷に係る規制対象施設 
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４．印刷に係る規制対象施設の排出基準値 
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５．経過措置 

 

規制に対応するに当たっては、ＶＯＣ排出抑制対策技術の検討や、対策の導

入計画の作成等に十分な時間をかけ、費用対効果のより高い対策を講じること

が重要である。また、処理装置の設置場所の確保や、対策工事実施期間中に休

止する施設の代替施設の確保など、対策の実施に至るまで相当期間かかるもの

も多い。さらに、他法令に基づく定期点検など既に予定されている施設点検時

に合わせて対策工事を実施できれば効率的である。 

 したがって、既設の施設に係る排出基準の適用については、ＶＯＣの排出抑

制の目標が平成 22 年度とされていることに留意しつつ、最大限の猶予期間を設

けることが適当である。 

 

 

６．排出ガスの希釈への対応について 

 

大気汚染防止法に基づく排出濃度規制では、意図的に排出ガスを希釈して排

出基準に適合させるという方法がとられることが懸念されるとの意見がある。

しかしながら、ＶＯＣ排出施設における送・排風量は、製品の品質や作業環境

の確保の観点から適正な量が定められるものであり、無闇な送・排風量の増大

は製品の品質や作業環境の悪化を招くこととなる。また、送・排風量を増大さ

せるとエネルギーコストも増加させる。このため、ＶＯＣ排出施設からの送・

排風量を大幅に増大させ、意図的に排出ガスを希釈して排出基準に適合させる

ことは、実態上考えにくい。したがって、排出基準値の設定において、排出ガ

スの希釈に対応した特段の措置は講じないこととする。 

 

以上 
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